
Information町からのお知らせ　【４月】

後
期
高
齢
者
医
療
保
険

町住民生活課　 TEL096-234-1113（内線105）

■�

平
成
30
年
度
の
保
険
料
率
は
昨
年

と
同
一
で
す

　

平
成
30
年
度
後
期
高
齢
者
医
療
保
険

の
保
険
料
率
は
次
の
と
お
り
で
す
。

●�

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
率

▼
均
等
割
額　

年
額
４
７
，
９
０
０
円

▼
所
得
割
率　

９
・
26
㌫

　

１
人
当
た
り
の
年
間
保
険
料
額
は
、

「
均
等
割
額
＋
所
得
割
額
（
基
礎
控
除

後
の
総
所
得
金
額
×
９
・
26
㌫
）
」
で
す
。

※ 

上
限
額
は
62
万
円
で
す
。

■
保
険
料
の
軽
減
内
容
が
見
直
さ
れ

　

対
象
者
が
一
部
拡
大
さ
れ
ま
す

　

平
成
30
年
度
の
保
険
料
軽
減
対
象
者

は
次
の
と
お
り
で
す
。
こ
の
う
ち
、
均

等
割
額
の
５
割
軽
減
と
２
割
軽
減
の
対

象
者
が
拡
大
さ
れ
ま
し
た
。

※ 

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
の
資
格
を
得

た
日
の
前
日
ま
で
、
被
用
者
保
険
加

入
者
に
扶
養
さ
れ
て
い
た
人
の
均
等

割
額
は
、
５
割
軽
減
に
な
り
ま
す

（
所
得
割
額
は
掛
か
り
ま
せ
ん
）。

●�

均
等
割
額
の
軽
減
（
被
保
険
者
と
世
帯

主
の
総
所
得
金
額
で
計
算
）

▼
９
割
軽
減

　

基
礎
控
除
（
33
万
円
）
を
超
え
な
い

　

世
帯
で
、
被
保
険
者
全
員
が
年
金
収

　

入
80
万
円
以
下
（
そ
の
ほ
か
の
各
種

　

所
得
が
な
い
場
合
）

▼
８
・
５
割
軽
減

　

基
礎
控
除
（
33
万
円
）
を
超
え
な
い

　

世
帯

▼
５
割
軽
減
（
対
象
者
拡
大
）

　

基
礎
控
除
（
33
万
円
）
＋
「
27
万

　

５
千
円
×
世
帯
の
被
保
険
者
数
」
を

　

超
え
な
い
世
帯

▼
２
割
軽
減
（
対
象
者
拡
大
）

　

基
礎
控
除
（
33
万
円
）
＋
「
50
万
円

　

×
世
帯
の
被
保
険
者
数｣

を
超
え
な

　

い
世
帯

■
仮
徴
収
額
決
定
通
知
書
を
ご
確
認

　

く
だ
さ
い

　

今
月
か
ら
平
成
30
年
度
後
期
高
齢
者

医
療
保
険
料
の
仮
徴
収
が
始
ま
り
ま
す
。

　

仮
徴
収
の
対
象
に
な
る
人
に
は
、

男
女
共
同
参
画

町教育委員会社会教育課　 TEL096－234－2447

■
「
熊
本
県
男
女
共
同
参
画
相
談
室

　

ら
い
ふ
」
に
変
わ
り
ま
す

　

４
月
か
ら
、
県
女
性
総
合
相
談
室
は

「
熊
本
県
男
女
共
同
参
画
相
談
室
ら
い

ふ
」
に
変
わ
り
ま
す
。
ま
た
、
移
転
に

伴
い
、
住
所
、
電
話
番
号
、
受
付
日
時

が
変
更
と
な
り
ま
す
。

　

性
別
に
と
ら
わ
れ
な
い
自
由
な
生
き

方
と
人
権
を
尊
重
し
た
総
合
相
談
窓
口

と
し
て
、
人
生
の
岐
路
に
あ
る
方
、
生

き
づ
ら
さ
を
抱
え
て
い
る
方
、
人
間
関

係
や
暴
力
行
為
に
悩
ん
で
い
る
方
な
ど

の
あ
ら
ゆ
る
相
談
を
お
受
け
い
た
し
ま

す
。

■
「
熊
本
県
男
女
共
同
参
画
相
談
室

　

ら
い
ふ
」
の
利
用
に
つ
い
て

　

ご
相
談
の
際
は
利
用
は
無
料
、
プ
ラ

イ
バ
シ
ー
は
守
ら
れ
ま
す
。

▼
所
在
地

　

熊
本
市
中
央
区
水
前
寺
６
‐
18
‐
１

　

熊
本
県
行
政
棟
新
館
４
階

　

男
女
参
画
・
協
働
推
進
課
内

　

（
土
曜
日
の
み:

熊
本
市
中
央
区
手

　

取
本
町
８
‐
９
テ
ト
リ
ア
く
ま
も
と

　

９
階
く
ま
も
と
県
民
交
流
館
内)

▼
電
話
番
号

　

TEL
０
９
６
‐
３
３
３
‐
２
６
６
６

　

（
土
曜
日
の
み
TEL
０
９
６
‐
３
５
５
‐

　

２
２
２
３)

▼
受
付
時
間

●
電
話
相
談

・
月
・
木
・
金
・
土
曜
日

　

午
前
９
時
30
分
～
午
後
３
時
30
分

・
火
曜
日

　

午
前
９
時
30
分
～
午
後
７
時
30
分

●
面
接
相
談

　

右
記
の
時
間
内
で
予
約
制

●
法
律
相
談

　

毎
月
第
３
土
曜
日　

午
後
１
時
～
午

後
３
時
15
分

　

※
予
約
制

▼
休
日

　

水
曜
日
、
日
曜
日
、
土
曜
日
を
除
く

祝
日
、
12
月
29
日
～
１
月
３
日

▼
相
談
室
の
変
更
・
移
転
に
係
る
お
問

　
い
合
わ
せ

　

県
男
女
参
画
・
協
働
推
進
課
男
女
共

　

同
参
画
班

　

TEL
０
９
６
‐
３
３
３
‐
２
２
８
７

日々の不安を相談できる
窓口を開設しています

悩 み を 抱 え 込 ま ず 相 談 し ま し ょ う

健
診
・
検
診

町総合保健福祉センター　 TEL096－235－8711

■�

平
成
30
年
度
の
健
診
・
検
診
の
申

し
込
み
は
4
月
16
日
（
月
）
ま
で

　

町
で
は
、
平
成
30
年
度
の
健
診
・
検

診
を
次
の
と
お
り
実
施
し
ま
す
。

　

各
健
診
の
申
し
込
み
に
つ
い
て
は
、

４
月
16
日
（
月
）
ま
で
に
「
健
診
希
望

調
査
票
」
に
必
要
事
項
を
記
入
の
上
、

各
行
政
区
の
嘱
託
員
ま
た
は
町
総
合
保

健
福
祉
セ
ン
タ
ー
に
提
出
し
て
く
だ
さ

い
。

●
節
目
健
診

▼
期
間　

６
～
12
月

▼
場
所　

日
本
赤
十
字
社
熊
本
健
康

　

管
理
セ
ン
タ
ー
、
高
野
病
院
総
合

　

健
診
セ
ン
タ
ー

▼
対
象　

平
成
31
年
４
月
１
日
現
在
で

　

35
・
40
・
45
・
50
・
55
・
60
歳
の
町

　

国
民
健
康
保
険
被
保
険
者

●
特
定
健
診
・
若
者
健
診
・
が
ん
検
診

　
（
７
月
集
団
健
診
）

▼
期
間　

７
月
６
日（
金
）～
12
日（
木
）

▼
場
所　

町
総
合
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー

▼
対
象　

20
～
74
歳
の
町
国
民
健
康
保

　

険
被
保
険
者

●
後
期
高
齢
者
健
診
・
が
ん
検
診　
　

　
（
８
月
集
団
健
診
）

▼
期
間　

８
月
16
日（
木
）～
18
日（
土
）

▼
場
所　

町
総
合
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー

▼
対
象　

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
被
保

　

険
者

●
が
ん
検
診
（
12
月
集
団
健
診
）

▼
期
間　

12
月
５
日（
水
）～
９
日（
日
）

▼
場
所　

町
総
合
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー

▼
対
象　

20
歳
以
上
の
女
性
お
よ
び
40

　

歳
以
上
の
男
性

　

詳
し
く
は
、
今
月
に
各
世
帯
に
配
布

し
ま
し
た
「
甲
佐
町
健
診
の
お
知
ら
せ
」

お
よ
び
「
甲
佐
町
健
診
希
望
調
査
票
の

書
き
方
」
を
ご
確
認
い
た
だ
く
か
、
町

総
合
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
ま
た
は
住
民

生
活
課
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

▼
お
問
い
合
わ
せ
先�

・
町
総
合
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー　

　

TEL
０
９
６
‐
２
３
５
‐
８
７
１
１

・
町
住
民
生
活
課

　

TEL
０
９
６
‐
２
３
４
‐
１
１
１
３

新年度は健診・検診の
申し込みから始めよう

平成30年度後期高齢者
医療保険のお知らせ

詳しくは町住民生活課におたずねください

「
後
期
高
齢
者
医
療
仮
徴
収
保
険
料
額

決
定
通
知
書
」
を
送
付
し
ま
し
た
。
仮

徴
収
保
険
料
額
な
ど
が
記
載
さ
れ
て
い

ま
す
の
で
、
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

　

仮
徴
収
と
し
て
、
４
・
６
・
８
月
分
の

保
険
料
が
特
別
徴
収
（
年
金
か
ら
の
差

引
き
）
に
な
る
人
は
、
次
の
要
件
に
当

て
は
ま
る
人
で
す
。

▼
仮
徴
収
の
対
象
者

・
平
成
29
年
度
の
保
険
料
が
、
特
別
徴

　

収
だ
っ
た
人
で
、
平
成
29
年
2
月
に

　

支
給
さ
れ
た
年
金
か
ら
特
別
徴
収
さ

　

れ
た
人

・
平
成
29
年
度
の
４
～
９
月
に
資
格
を

　

取
得
し
、
平
成
29
年
度
の
保
険
料
が

　

普
通
徴
収
だ
っ
た
人

※ 

仮
徴
収
と
な
る
人
の
保
険
料
は
、
平

成
30
年
度
の
所
得
が
確
定
す
る
７
月

の
本
算
定
で
決
定
し
ま
す
。
そ
の
後
、

「
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
額
決
定

通
知
書
」
を
送
付
し
ま
す
。

■
あ
ん
ま
・
は
り
・
き
ゅ
う
治
療
券

　

の
利
用
に
つ
い
て

　

後
期
高
齢
者
医
療
で
は
、
あ
ん
ま
・

は
り
・
き
ゅ
う
の
治
療
を
受
け
る
場
合

に
、
平
成
31
年
3
月
31
日
ま
で
使
用
で

き
る
治
療
券
（
１
人
当
た
り
１
，

０
０
０
円
の
５
枚
）
を
利
用
で
き
ま
す
。

　

治
療
券
は
、
町
と
協
定
を
結
ん
で
い

る
施
術
院
で
使
用
で
き
ま
す
。
必
要
な

人
は
、
後
期
高
齢
者
医
療
被
保
険
者
証

と
印
か
ん
を
準
備
の
上
、
町
住
民
生
活

課
で
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

▼
申
請
期
限

　

４
月
２
日
（
月
）
～
平
成
31
年
３
月

29
日
（
金
）

■
後
発
医
薬
品
（
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬

　

品
）
を
利
用
し
ま
し
ょ
う

●�

医
療
機
関
で
お
薬
を
も
ら
う
時
の
留

意
点

　

ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
は
、
先
発
医

薬
品
と
同
等
の
効
能
・
効
果
を
持
ち
、

費
用
も
安
く
す
み
ま
す
。

　

ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
を
希
望
す
る

場
合
は
「
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
希
望

カ
ー
ド
」
を
お
持
ち
に
な
り
、
医
療
機

関
や
薬
局
の
窓
口
で
お
尋
ね
く
だ
さ
い
。

●�

お
薬
手
帳
を
活
用
し
ま
し
ょ
う

　

複
数
の
お
薬
を
使
用
す
る
場
合
は
、

飲
み
合
わ
せ
に
よ
っ
て
副
作
用
が
強
く

出
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

　

お
薬
手
帳
を
活
用
し
、
既
に
処
方
さ

れ
て
い
る
薬
を
医
師
や
薬
剤
師
に
伝
え

る
こ
と
が
大
切
で
す
。

　

ま
た
、
薬
が
残
っ
て
い
る
場
合
は
、

医
師
や
薬
剤
師
に
相
談
す
る
よ
う
に
し

ま
し
ょ
う
。

健診を受けて自身の体の状態を確認しましょう

対象となる人には「後期高齢者医療仮徴収保険料額決定通知書」を送付しましたので、記載事項を必ずご確認ください。


